
第３章 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり

第１節 県民総参加による�もったいない�意識で取り組む３Ｒの推進

１ 廃棄物処理

近年の生活水準の向上や生活様式の多様化、更には経

済活動の拡大等により、廃棄物の大量排出や質的多様化

が進んでいます。今後もこのような状況が続くと、最終

処分場がひっ迫するおそれがあり、これまで以上に不法

投棄等の不適正処理が誘発されるなど、地域の生活環境

に悪影響を与えることが懸念されます。

このような状況の中、低炭素社会や自然共生社会に向

けた取組とも統合し、天然資源の消費抑制と環境負荷の

低減を目指した持続可能な循環型社会の形成を実現して

いくことが求められています。

こうしたことから、本県の廃棄物処理や資源循環の現

状と課題を踏まえ、循環型社会実現のための取組を総合

的かつ計画的に推進することにより、本県の地域性を生

かした循環型社会の形成を目指すため、平成28年３月に

�第３次青森県循環型社会形成推進計画�（計画期間：平

成28年度〜平成32年度）を策定しました。
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第５次青森県環境計画に掲げたモニタリング指標の状況

指標名（単位） 指標の説明と選定理由

１人１日当たりの生活系ごみ排出量（ｇ）
生活系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人

１日当たりの生活系ごみ排出量を選定。

実績値の推移

項 目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

青 森 県 729 727 713 696 678

全 国 684 678 668 660 646

指標名（単位） 指標の説明と選定理由

１人１日当たりのごみ排出量（ｇ）
一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当

たりのごみ排出量を選定。

実績値の推移

項 目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

青 森 県 1,069 1,069 1,046 1,026 1,004

全 国 963 958 947 939 925

資料（上記４指標）：県環境政策課

指標名（単位） 指標の説明と選定理由

ごみのリサイクル率（％）
ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標として、ごみのリサイ

クル率を選定。

実績値の推移

項 目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

青 森 県 14.2 13.7 13.5 15.0 15.3

全 国 20.4 20.6 20.6 20.4 20.3

指標名（単位） 指標の説明と選定理由

１人１日当たりの事業系ごみ排出量（ｇ）
事業系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人

１日当たりの事業系ごみ排出量を選定。

実績値の推移

項 目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

青 森 県 340 342 333 330 326

全 国 279 280 279 278 278



⑴ 一般廃棄物対策

本県の一般廃棄物の排出量及びリサイクル率は、全

国的にみて下位にあるため、平成20年度から県民や事

業者、各種団体、行政など多様な主体が、パートナー

シップのもと、ごみの減量やリサイクルに取り組む

�もったいない・あおもり県民運動�を展開していま

す。

この運動において、①もったいない・あおもり県民

運動推進フォーラム、②ごみゼロチャレンジ事業（レ

ジ袋の無料配布取り止めによるレジ袋の削減）、③古

紙リサイクル推進事業（紙ごみ対策としての古紙リサ

イクルエコステーション・古紙リサイクルセンターの

設置促進、オフィス町内会の設立支援）、④循環型社会

づくり市町村施策セミナーなどを実施するとともに、

食品残さのリサイクル促進を検討するためのモデル事

業を実施しました。

また、平成29年度は、生ごみの減量・食品ロスの削

減に向けた啓発活動を展開したほか、�３Ｒ推進ステッ

プアップキャンペーン�を展開し、３Ｒの取組の啓発

や、雑紙の資源回収促進に取り組むとともに、事業系

一般廃棄物の適正分別・減量化及び市町村のごみ処理

最適化を促進するための市町村との個別打合せを実施

しました。

平成30年度は、�もったいない・あおもり県民運動�、

�３Ｒ推進ステップアップキャンペーン�や雑紙の資

源回収強化、市町村との個別打合せを継続するほか、

３つの�きる�キャラバン隊ＰＲ活動等により、生ご

みの減量・食品ロスの削減に向けた啓発を一層推進す

ることとしています。

⑵ 産業廃棄物対策

�青森県循環型社会形成推進計画に係る調査報告書�

（平成27年３月）によると、事業活動に伴って発生す

る産業廃棄物については、排出量はほぼ横ばいですが、

再生利用量が増加し、最終処分量が減少しています。

しかしながら、不法投棄や不適正処理等廃棄物処理

に対する不安・不信感から、全国的に産業廃棄物処理

施設の立地に対する地域住民の理解を得ることが困難

となっています。このような状況が続くと、不法投棄

の増大等による生活環境への影響や産業活動に支障を

生ずることが懸念されることから、引き続き、産業廃

棄物の適正処理及び減量化・リサイクルの一層の推進

を図っていく必要があります。

また、依然として後を絶たない不法投棄に対応する

ため、行政・県民・関係団体が一体となった全県的な

監視・通報、意識啓発体制を構築し、不法投棄の未然

防止と早期解決を図ることとしています。

２ 一般廃棄物（ごみ）の処理状況

一般廃棄物（ごみ）は、家庭から排出される生活系一

般廃棄物と、事務所・商店等から排出される産業廃棄物

以外の紙類、生ごみ等の事業系一般廃棄物に区別されま

す。

一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法により市町村の事

務とされていることから、市町村では一般廃棄物処理計

画を策定し、計画的な処理を実施しています。

県では、市町村における一般廃棄物の処理が適正かつ

円滑に行えるよう､情報提供や技術的援助を行っています｡

本県のごみ排出量は、図２−３−１で示すとおり、平

成28年度実績では486,063ｔと前年度と比較して約3.4％

減少しており、県民１人１日当たりのごみ排出量は、平

成28年度実績で全国と比較した場合、79ｇ多い状況と

なっています。

また、本県のごみの資源化量は、図２−３−２で示す

とおり、近年ほぼ横ばいの傾向にあり、平成28年度実績

では、74,938ｔと前年度と比較して276t増加しました。

リサイクル率は、平成28年度実績で全国と比較した場合、

5.0ポイント低い状況となっています。

［資料：図２−３−１〜図２−３−３及び表２−３−１

県環境政策課］
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図２−３−１ ごみ総排出量と１人１日当たりの

ごみ排出量の推移

図２−３−２ 資源化量とリサイクル率の推移



３ 産業廃棄物の処理等の状況

平成25年度に県内で発生した産業廃棄物の処理の流れ

及び種類別にみる本県の産業廃棄物の資源化、減量化及

び最終処分状況は、図２−３−３及び表２−３−１に示

すとおりです｡
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図２−３−３ 本県の産業廃棄物の処理の流れ

(平成25年度)

（単位：千トン／年）

表２−３−１ 種類別に見る本県の産業廃棄物の資源化、減量化及び最終処分状況（平成25年度）

（単位：千トン／年）

発生量 減量化量 資源化量 最終処分量 保管等量

合 計 4,794 1,486(100％) 3,245(100％) 61(100％) 1

燃 え 殻 9 0 (0％) 8 (0％) 1 (2％) 0

汚 泥 1,568 1,424(96％) 133 (4％) 9(15％) 1

廃 油 12 7 (1％) 5 (0％) 0 (0％) 0

廃 酸 3 1 (0％) 2 (0％) 0 (0％) 0

廃 ア ル カ リ 9 1 (0％) 7 (0％) 0 (0％) 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 29 11 (1％) 13 (1％) 5 (8％) 0

紙 く ず 7 2 (0％) 5 (0％) 0 (0％) 0

木 く ず 122 19 (1％) 100 (3％) 3 (5％) 0

繊 維 く ず 1 1 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 0

動 植 物 性 残 さ 40 6 (0％) 34 (1％) 1 (1％) 0

ゴ ム く ず 0 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 0

金 属 く ず 32 0 (0％) 30 (1％) 2 (4％) 0

ガ ラ ス 陶 磁 器 く ず 94 0 (0％) 79 (3％) 15(24％) 0

鉱 さ い 1,812 0 (0％) 1,812(56％) 0 (0％) 0

が れ き 類 1,001 0 (0％) 978(30％) 22(36％) 0

ば い じ ん 32 0 (0％) 32 (1％) 0 (0％) 0

動 物 の 死 体 5 0 (0％) 4 (0％) 0 (0％) 0

そ の 他 の 産 業 廃 棄 物 19 14 (1％) 2 (0％) 3 (5％) 0

注） 表中の燃え殻の資源化量、最終処分量には、汚泥、木くず、廃プラ等の焼却灰を含めて集計している｡

※動物のふん尿及び鉱業汚泥を除く



第２節 資源循環対策の推進

１ 資源循環の推進

近年の社会経済活動の拡大や産業構造の高度化、消費

生活の多様化に伴い、ごみの大量排出や質的多様化が進

んでいます｡このため、ごみを収集し、焼却と埋立をする

といった従来の処理だけでは、最終処分場のひっ迫を招

き、限りある資源の浪費にもつながることから、資源の

循環的利用を促進する取組が行われています。

⑴ 容器包装リサイクルの推進

平成７年６月に�容器包装に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律�（容器包装リサイクル法）

が施行され、平成12年４月から完全施行されています。

平成28年６月に県内全市町村で、平成29年度から５

年間を期間とした�第八期市町村分別収集計画�が策

定され、県では�市町村分別収集計画�を集約し、県

全体の容器包装廃棄物の排出量、収集量、分別収集の

促進等に関する県の基本的方向を示す�第八期青森県

分別収集促進計画�を平成28年８月に策定しました｡

この計画に基づいた分別収集を実施することによっ

て、容器包装廃棄物の排出抑制やリサイクルを一層促

進していくこととしています。

平成29年度における容器包装廃棄物の収集量及び再

商品化量の実績については、表２−３−２のとおりで

す｡ガラス類、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、

ダンボールについては全市町村で分別収集が実施され

ていますが、本県のリサイクル率及び全体の再資源化

量から見ても、再資源化の一層の推進を図っていく必

要があります。

表２−３−２ 平成29年度分別収集実績

(単位：トン)

(注)再商品化量には前年度に収集されたものを含む場合がある｡
資料：県環境政策課

⑵ 家電リサイクルの推進

平成13年４月に、�特定家庭用機器再商品化法�（家

電リサイクル法）が施行されたことから、県では、排

出者となる県民に対して、この法律の趣旨や仕組み、

不法投棄防止についての広報・啓発を行っています。

過去３年間に県内７か所（平成24年５月までは８ヵ

所）の指定引取場所において引き取られた家電の台数

は、表２−３−３のとおりです。
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収集量 再商品化量
実施市
町村数

無 色 ガ ラ ス 2,749.30 2,463.27 40

茶 色 ガ ラ ス 3,653.84 3,281.13 40

そ の 他 ガ ラ ス 3,756.60 3,297.15 40

ペ ッ ト ボ ト ル 3,005.63 2,834.02 40

その他プラスチック 2,636.41 2,525.66 23

紙 製 容 器 包 装 1,545.25 1,403.47 25

ス チ ー ル 缶 2,009.66 1,992.87 40

ア ル ミ 缶 1,969.09 1,970.32 40

紙 パ ッ ク 101.04 95.22 30

ダ ン ボ ー ル 5,622.85 5,628.28 40

合 計 27,049.67 25,491.39 −

第５次青森県環境計画に掲げたモニタリング指標の状況

資料：�平成28年下水道資源有効利用調査�より県都市計画課作成

指標名（単位） 指標の説明

下水汚泥（公共下水道）の

リサイクル率（％）

資源の循環的な利用状況を示す指標として、下水汚泥の処理量のうちコンポスト化や

セメント原料化などにより有効利用した割合を選定。

実績値の推移

項 目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

青 森 県 99.6 99.5 95.4 92.5 92.2

資料：県環境政策課

指標名（単位） 指標の説明

リサイクル製品認定数（製品）
資源の循環的な利用状況を示す指標として、青森県リサイクル製品の認定及び使用の

推進に関する条例に基づき知事が認定するリサイクル製品の認定数を選定。

実績値の推移

項 目 平成26年3月累計 平成27年3月累計 平成28年3月累計 平成29年3月累計 平成30年3月累計

青 森 県 321 341 452 411 410



表２−３−３ 指定取引場所での取引台数

(単位：台)

※液晶・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機は、平成21年４月
から家電リサイクル対象機器に追加された。

資料：県環境政策課

⑶ パソコンリサイクルの推進

�資源の有効な利用の促進に関する法律�（資源有効

利用促進法）に基づき、事業所から排出されるパソコ

ンについては平成13年４月から、家庭から排出される

パソコンについては平成15年10月から、それぞれメー

カーによる自主回収・再資源化が行われています。

県では、メーカーによる自主回収・再資源化が円滑

に行われるよう、パソコンリサイクル制度について市

町村や県民に対して、広報・啓発を行っています。

⑷ 小型家電リサイクルの推進

�使用済小型電子機器等の資源化の促進に関する法

律�に基づき、平成25年4月1日から小型家電のリサイ

クルが行われています。

この法律は、資源の有効利用と環境汚染の防止を目

的とし、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイ

クル実施方法を工夫しながら、各市町村の実情に合わ

せた形でリサイクルを実施する促進型となっているこ

とから、順次、各市町村において回収が始まっていま

す。平成28年度からは、県内全市町村において小型家

電の回収が行われています。今後、県では、回収量の

増加に向けて市町村に対し技術的援助を行うととも

に、県民に対しても広報・啓発を行うこととしていま

す。

⑸ 自動車リサイクルの推進

�使用済自動車の再資源化等に関する法律�（自動車

リサイクル法）に基づき、平成17年１月から、自動車

のリサイクルが本格的に実施されました。

自動車メーカー・輸入業者は、この法律に基づき、

シュレッダーダスト及びエアバッグ類のリサイクル、

カーエアコンのフロン類の破壊を行いますが、リサイ

クルに必要な料金については、自動車の所有者が原則

として新車購入時又は継続検査時に負担することと

なっています。

なお、自動車のリサイクルに関わる事業者として、

使用済自動車を所有者から引き取る�引取業者�とフ

ロン類の回収を行う�フロン類回収業者�は県等への

登録が必要となり、使用済自動車から部品を取る�解

体業者�と解体後の自動車を破砕して金属等を回収す

る�破砕業者�は県等の許可が必要となります。

県では、関係事業者の登録・許可を円滑に進めると

ともに、県民に対し、この法律の趣旨や制度内容を周

知するため、ホームページにおける情報提供などの広

報・啓発を行っています。

また、青森市の中核市移行に伴い、平成18年10月１

日より青森市内で業を行う者に係る自動車リサイクル

法の登録･許可業務については青森市が実施していま

す。

平成29年１月１日には、八戸市の中核市移行に伴い、

八戸市内で業を行う者に係る自動車リサイクル法の登

録・許可業務については八戸市が実施しています。

⑹ 農業用使用済プラスチックの回収とリサイクルの促進

ビニールハウスやマルチ等に使用された農業用プラ

スチックを適正に処理するために、農協や市町村協議

会の回収組織が使用済プラスチックの回収とリサイク

ルに取り組んでいます。

⑺ 食品リサイクルの推進

食品リサイクル法（平成13年５月施行）に基づき、

製造・流通・外食等の食品関連事業者が食品廃棄物の

発生の抑制、再生利用、減量に取り組むこととされて

います。

このため、食品製造業者や食品流通業者等に対する

情報提供を行うなど、啓発活動に取り組んでいます｡

⑻ 有機質資源を活用した健康な土づくりの推進

平成19年度から県内すべての農業者が健康な土づく

りに取り組むことを目指す�日本一健康な土づくり運

動�を展開し、土壌診断に基づく適正施肥や稲わら・

家畜排せつ物など地域の有機質資源の有効活用等によ

る土づくりを進めながら、持続可能な土づくり体制の

構築に取り組んでいます。

⑼ 木質バイオマスの有効利用の推進

未利用間伐材等を活用した木質バイオマスのエネル

ギー利用が円滑に進むよう、県では、木質バイオマス

関連施設の整備に対する支援、木質バイオマスの利用

等に関する相談・サポートを行っています。また、木

質バイオマスボイラー整備の導入を契機に�木の駅プ

ロジェクト�に取り組む団体等に対し、森林施業など

の技術的支援を行っています。

⑽ 建設副産物のリサイクル推進

建設副産物の排出量の抑制、再利用、再生利用等を

推進するため、建設副産物対策に取り組んでいます｡
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H27年度 H28年度 H29年度

エアコン 6,988 8,315 9,102

テレビ（ブラウン管
式､液晶･プラズマ式)

27,700 32,805 35,940

冷蔵庫・冷凍庫 27,351 30,811 32,899

洗濯機・衣類乾燥機 28,360 31,636 33,717

合 計 90,399 103,567 111,658



原材料として利用の可能性があるもの（コンクリー

ト塊、アスファルト塊、建設発生木材、建設汚泥、建

設混合廃棄物）及びそのまま原材料となるもの（建設

発生土、スクラップ等有価物）のリサイクルを推進し、

利用していこうというものです。

平成14年５月30日からは、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律（建設リサイクル法）が完全施

行され、一定規模以上の建設工事から排出されるコン

クリート塊、アスファルト塊、建設発生木材について、

分別と再資源化が義務付けられました。

このため、県民や建設関係事業者の方々に対する分

別解体と再資源化に関する広報啓発活動を行っている

ほか、県発注工事では�青森県建設リサイクル推進行

動計画�を策定し、数値目標を掲げてリサイクルを推

進しています。

また、平成17年度には、�青森県建設発生木材リサイ

クル推進計画�を策定し、建設発生木材のリサイクル

と適正処理の推進に取り組んでいます。

本県におけるリサイクルの実績等は、表２−３−４

のとおりです。

表２−３−４ 建設副産物リサイクル実績

（県発注工事実績）

資料：県整備企画課

⑾ 橋梁の長寿命化の推進

高度経済成長期以降に大量に建設された橋梁の老朽

化による大量更新時代の到来に備えて、県では、橋梁

の維持管理を計画的に行うため、アセットマネジメン

トの手法を導入し、長期的な視点から橋梁を効率的・

効果的に管理し、維持更新コストの最小化・平準化を

図っていく取組を実施しています。

これまでの�傷んでから直す、または作り替える�

という対症療法的な橋梁の維持管理手法を、�傷む前

に直して、できるだけ長く使う�という予防保全型へ

方向転換し、長寿命化の推進により将来の維持更新コ

スト（ライフサイクルコスト）の大幅削減を図ること

としています。

また、市町村においても橋梁の長寿命化の取組が積

極的に行われるよう、長寿命化修繕計画の策定のため

の技術的な支援や橋梁に関する技術力向上のための各

種研修の開催などにより市町村を支援しています。

橋梁の長寿命化の推進によって、高度経済成長期以

降に建設された橋梁の更新が少なく抑えられることと

なるため、建設廃棄物の大量発生､コンクリート・鉄等

の資源の大量使用による環境負荷の軽減が図られるこ

ととなります。

⑿ 農業水利施設の長寿命化の推進

基幹的な農業水利施設の多くは高度経済成長期に整

備され、老朽化の進行とともに、近年、更新を必要と

する時期を迎える施設が増加してきており、国と地方

の財政の厳しさから施設の有効活用を図ることが課題

となっています｡

そのため、施設の状況に応じて補修または補強を適

切に実施し、施設の長寿命化とライフサイクルコスト

の低減を図り、更新費用を平準化するための�ストッ

クマネジメント�に取り組む必要があります｡

農業水利施設のストックマネジメントを進めるため

には、対象施設の諸元や整備履歴を把握するとともに、

施設の劣化状況等を調べる機能診断を行い、その結果

に基づき、緊急度の高い施設から対策工事を実施して

います｡

⒀ 県有施設の長寿命化の推進

県有施設においても老朽化が進行しています。

県では、施設・設備等をはじめとする財産を総合的

かつ長期的観点から、コストと便益の最適化を図り、

戦略的かつ適正に管理・活用していくという手法（ファ

シリティマネジメント）を推進するなかで、適正な維

持保全による施設の長寿命化を図っています。

２ 資源循環の環境づくり

⑴ 健康食品・化粧品試作開発等技術支援事業

県産農林水産物について、美容・健康機能を有する

素材を培養細胞等による評価系を用いて広く探索しま

した。平成29年度は、食されずに廃棄されているもの

を含め20種類の県産素材について、乾燥粉末化及びエ

キス化処理を行い、機能性を評価しました。また、カ

タクリから抽出したエキスが、炎症を抑えるメカニズ

ムを明らかにしました。30年度は、素材収集や機能性

評価を継続し、これらの機能性について、データベー

スを作成する予定です。さらに県内企業に対し、これ

らを含む県産素材を配合した美容・健康製品に関する

支援を続けていくこととしています。
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Ｈ26年度
Ｈ31年度
（目標値）

建 設 廃 棄 物 再資源化・縮減率 96.4％ 96％以上

アスファルト・
コンクリート塊 再 資 源 化 率

99.0％ 99％以上

コンクリート塊 99.3％ 99％以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 92.9％ 95％以上

建 設 汚 泥 再資源化・縮減率 43.4％ 90％以上

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率 28.0％ 60％以上

建 設 発 生 土 有 効 利 用 率 59.9％ 80％以上



⑵ リサイクル製品認定制度

資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進するとと

にリサイクル産業の育成を図るため、県内から発生す

る循環資源を原材料としたリサイクル製品を知事が認

定する�青森県リサイクル製品認定制度�を平成17年

３月に新設し、平成30年３月31日現在で410製品を認

定しています｡

また、県が行う工事又は物品の調達において認定リ

サイクル製品を優先使用するための指針を作成し、平

成20年度から運用を開始しています。

第３節 廃棄物の適正処理の推進

１ 一般廃棄物の処理体制

一般廃棄物の収集運搬は市町村（一部事務組合含む。）、

市町村の委託を受けた事業者及び市町村の許可を受けた

事業者により行われていますが、平成28年度における収

集運搬能力は、収集運搬車両4,463台、総積載量12,734ト

ンとなっています。

収集運搬された一般廃棄物は、分別収集されたものを

除き、主に焼却を中心に処理が行われており、市町村等

の焼却施設は、平成28年度において16施設が稼働してい

ます。

焼却施設において処理した後に残る残さや不燃ごみに

ついては、主に最終処分場への埋立処理が行われており、

平成28年度において32施設が稼働しています。

２ 空き缶等散乱防止対策

空き缶等のポイ捨て・散乱が良好な生活環境や景観を

損なっていることから、県では、平成９年12月に�青森

県空き缶等散乱防止条例�を制定し、平成10年４月から

施行しています。

本条例では、自然公園や都市公園等、特に重点的に空

き缶等の散乱防止を図る必要がある地区について、市町

村の申請に基づき、�空き缶等散乱防止重点地区�として

指定しています。現在、三内丸山遺跡、白神山地周辺、

十和田湖周辺、津軽国定公園、下北半島国定公園等の29

地区（18市町村）を指定しています（資料編表89）。

また、本条例に基づき、毎年５月と９月を空き缶等散

乱防止月間として、同月間を中心に県民に対する広報・

啓発を行っています。

３ 海岸漂着ごみ対策

本県の沿岸各地域において、漂着ごみが確認されてお

り、その回収・処理が課題となっています。

これまで、県内各地で地元住民や関係団体等による漂

着ごみの回収・処理が行われてきましたが、依然として

大量の漂着ごみが山積されている地域は少なくありませ

ん。

平成21年７月に海岸漂着物処理推進法が施行され、国

や県など各関係主体の役割や処理責任が明示されるとと

もに、漂着ごみの処理に必要な財源措置を国が行うこと

とされました。

県では、有識者、民間団体、行政機関で構成する協議

会を設置し、本県における海岸漂着物対策を総合的かつ

効果的に推進するための地域計画を平成23年３月に策定

するとともに、国による財源措置を活用して、県及び市

町村の管理区域における回収・処理事業を実施していま
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第５次青森県環境計画に掲げたモニタリング指標の状況

資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課

資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課

指標名（単位） 指標の説明

産業廃棄物不法投棄等の発見件数（件）
産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、産業廃棄物不

法投棄等の発見件数を選定。

実績値の推移

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

青 森 県 143 131 93 104 84

指標名（単位） 指標の説明

産業廃棄物不法投棄等の解決件数（件）
産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、当該年度に発

見された産業廃棄物不法投棄等件数のうち解決した件数を選定。

実績値の推移

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

青 森 県 63 64 47 50 37



す。

平成29年度は、県内18市町村において回収・処理事業

を実施するとともに、海岸漂着ごみの発生を抑制するた

め、県民に対し広報・啓発を実施しました。

平成30年度は、県内19市町村において回収・処理事業

を実施し、県民に対する広報・啓発を行うこととしてい

ます。

４ 災害廃棄物対策

県では、災害廃棄物が人の健康や生活環境に重大な影

響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全

及び公衆衛生上の支障の防止の観点から、平常時の備え

として、県内市町村、関係機関及び関係団体等と広域的

な連携を図りながら、災害廃棄物の適正処理の確保、円

滑かつ迅速な処理の推進を図るため、平成30年３月に�青

森県災害廃棄物処理計画�を策定しました。

本計画は�第３次青森県循環型社会推進計画�をはじ

め、国の対策指針及び行動指針等を踏まえ、�青森県地域

防災計画�等との整合を図るとともに、災害廃棄物の処

理に必要な基本的事項や方策を取りまとめ、具体的かつ

技術的な情報を盛り込んだ実用的な計画として策定され

ており、災害廃棄物処理対策に関して地域で取り組み、

さらに教育訓練を通じて人材育成に努め、より実効性の

あるものに高めていくこととしています。

５ 産業廃棄物処理業者の状況

産業廃棄物については、排出事業者が自らの責任で処

理することが原則です｡本県においては、発生量の約70％

が排出事業者により自己処理され、残り約30％は処理業

者に委託処理されています（平成25年度）。

このように産業廃棄物処理の重要な役割を担っている

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者の

数は、表２−３−５のとおりです。

６ 産業廃棄物処理施設の状況

産業廃棄物の処理施設には、焼却施設、汚泥の脱水施

設等の中間処理施設と埋立処分を行う最終処分場があ

り、県内の施設数は、表２−３−６及び表２−３−７の

とおりとなっています｡

表２−３−６ 産業廃棄物中間処理施設数

※上記施設数は設置済の施設で、未設置、建設中は含まない｡
資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課
（平成30.3.31現在分）

表２−３−７ 産業廃棄物最終処分場施設数

※上記施設数は稼働中の施設（旧規模未満最終処分場を含む。）
で、建設中、埋立終了は含まない｡

資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課
（平成30.3.31現在分）

７ 産業廃棄物処理業者等立入検査・指導

⑴ 平成29年度取組状況

産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、処理業

者・処理施設、排出事業者等に立入検査・指導等を実

施しており、平成29年度の県内の実績は表２−３−８

のとおりです。
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施設の種別
施設数

(H29.3.31現在)
施設数

(H30.3.31現在)

焼 却 30 28

汚 泥 の 脱 水 24 27

汚 泥 の 乾 燥 3 3

廃 油 の 油 水 分 離 2 2

廃プラスチック類の破砕 26 27

木くず又はがれき類の破砕 496 475

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 1 1

計 582 563

施設の種別
施設数

(H29.3.31現在)
施設数

(H30.3.31現在)

安 定 型 9 9

管 理 型 9 9

遮 断 型 0 0

計 18 18

表２−３−５ 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者数

区 分
産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業

合計
収集運搬業 処分業 計 収集運搬業 処分業 計

Ｈ29.３.31現在

県 所 管 分 1,604 151 1,755 246 8 254 2,009

青森市所管分 50 41 91 7 5 12 103

八戸市所管分 24 98 122 9 7 16 138

Ｈ30.３.31現在

県 所 管 分 1,623 149 1,772 254 8 262 2,034

青森市所管分 51 42 93 7 5 12 105

八戸市所管分 24 89 113 8 7 15 128

資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課（平成30.3.31現在分）



表２−３−８ 産業廃棄物処理施設等

立入検査状況（平成29年度)

資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課

⑵ 平成30年度取組方針

平成30年度においても、適正処理を推進するため次

のとおり立入検査・指導を行います｡

ア 産業廃棄物処理業者立入検査・指導

全ての処分業者及び積替え保管施設を有する収集

運搬業者について、立入検査を実施し、処理状況、

委託契約の状況、マニフェスト交付･管理状況及び

帳簿記載状況等の確認･指導を行います。

上記以外の業者については、適宜立入検査・指導

を行います。

イ 産業廃棄物処理施設適正管理指導

最終処分場について、立入検査、地下水の水質調

査又は搬入廃棄物抜取調査等を実施します。

中間処理施設に立入検査を実施し、施設の稼働状

況、維持管理の記録・閲覧制度への対応等の確認・

指導を行います。

ウ 排出事業者立入検査・指導

不法投棄等の不適正処理は、建設系廃棄物が大半

を占め、次いで製造業関係の廃棄物が多いことから、

建設業者（解体業者）及び製造業者を対象に立入検

査を実施し、産業廃棄物の排出、保管、処理の状況、

委託の実態等の確認・指導を行います。

また、感染性廃棄物、重金属を含む特定有害産業

廃棄物などの特別管理産業廃棄物を排出する事業者

についても、立入検査・指導を実施します。

８ 優良産廃処理業者認定制度の活用

産業廃棄物処理における排出事業者の責任は年々強化

されており、排出事業者が自ら信頼できる処理業者を選

択することは、事業を適正に運営していく上での重要な

要素となります。

また、廃棄物処理業者においても、排出事業者に対し

て、自身が優良な産業廃棄物処理業者であることをア

ピールすることで、排出事業者からの選択の機会が増え

ることにつながります。

このような背景を踏まえ、国は、優良産廃処理業者認

定制度を創設しました。この制度は、優良な産業廃棄物

処理業者に優遇措置を講じるとともに、排出事業者が優

良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備する

ことで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、廃棄物

の適正処理を積極的に推進することを目的としたもの

で、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組、電子マニ

フェスト及び財務体質の健全性の５つからなる優良基準

に適合するとして認定を受けると、通常５年となってい

る産業廃棄物処理業の許可の有効期間が７年になり、ま

た、優良な産業廃棄物処理業者である旨を記載した許可

証が交付されるなどの特例が付与されます。

優良産廃処理業者認定制度は、廃棄物処理全体の適正

化につながるものであり、今後認定事業者のさらなる増

加が期待されます。

９ 経済的手法の活用による産業廃棄物対策

循環型社会の構築に向け、廃棄物の発生抑制やリサイ

クルの促進が強く求められており、また、県外からの産

業廃棄物の流入に対しては、不法投棄につながる懸念が

あることなどから、その適正処理が求められています。

このような状況の中、平成13年９月に開催された北海

道・北東北知事サミットにおいて、北東北３県で取り組

む広域的な産業廃棄物対策の一つとして、�産業廃棄物

の発生抑制を図り、リサイクルを促進するとともに県外

からの産業廃棄物の流入を抑制するため、産業廃棄物税

や搬入課徴金（環境保全協力金）による経済的手法を活

用した制度の整備、搬入事前協議の義務化などに向け、

共同歩調による取組みを進める�ことが合意されました。

更に、導入する制度の枠組について３県で検討を進め

た結果、平成14年８月の知事サミットにおいて平成14年

中に制定することが合意され、本県においては、平成14

年12月に�青森県産業廃棄物税条例�及び�青森県県外

産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例�を制

定しました｡

⑴ 青森県産業廃棄物税条例

近年、環境問題への住民の関心が高まってきており、

循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の発生抑制やリ

サイクルの促進が強く求められていること、また、県

外からの産業廃棄物の流入に対しては、最終処分場が

ひっ迫していることや不法投棄につながる懸念がある

ことなどから、その抑制が強く求められています。

このような状況を踏まえ、産業廃棄物の発生の抑制

及びその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に

関する施策に要する費用に充てるため、平成14年12月

に�青森県産業廃棄物税条例�を制定し、平成16年１

月から実施しています。
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検査対象 立入検査件数 指導件数

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 466 153

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 324 53

産業廃棄物排出事業所 1,225 395

計 2,015 601



この産業廃棄物税は、都道府県が独自に実施する法

定外目的税ですが、産業廃棄物が広域的に移動するこ

とや不適正処理があった場合には環境への影響が広範

囲に及ぶことなども考慮し、岩手県及び秋田県と連携

して、同一の課税の仕組みにより実施しています（図

２−３−４）。

＜産業廃棄物税条例の概要＞

◆納める人

産業廃棄物の最終処分を委託した事業者又は自ら設

置する最終処分場で最終処分を行う事業者の方です｡

◆課税の対象

最終処分場に搬入される産業廃棄物の搬入量に応じ

て課税します｡

◆税率

産業廃棄物の重量１トンにつき1,000円です｡

◆徴収の方法

最終処分業者の方が産業廃棄物の搬入量に応じて税

を徴収し、申告納入します｡

また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行う場

合には、最終処分を行う事業者の方が申告納付します｡

◆納税の時期

最終処分場に産業廃棄物が搬入された日の翌月末日

◆税収の使途

産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利用

その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に

充てます。

− 73 −

第３章 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり

第
３
章

図２−３−４ 産業廃棄物税の課税の仕組み

資料：県税務課



⑵ 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関

する条例

�青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に

関する条例�は、県外産業廃棄物の適正処理の推進と

生活環境の保全を図ることを目的に、

・事業者に対して、県外産業廃棄物を県内で処分する

ために搬入しようとするときに、あらかじめ、当該

県外産業廃棄物の種類、量、搬入期間等について、

その事業場ごとに協議を義務づけること

・協議を行った事業者に対して、県外産業廃棄物の適

正な処理の推進、環境保全協力金の納付等必要な事

項を内容とする協定の締結の申入れをすることがで

きること

を主な内容とし、平成16年１月１日から施行、平成16

年４月以後の県外産業廃棄物の搬入から適用していま

す（図２−３−５）。

図２−３−５ 県外産業廃棄物の搬入に係る

事前協議等の流れ

なお、平成29年度の県外産業廃棄物の搬入に係る事前

協議等の状況は表２−３−９のとおりです｡

表２−３−９ 県外産業廃棄物の搬入に係る

事前協議等の状況

資料：県環境保全課

10 不法投棄等防止対策

⑴ 不法投棄等の現状

過去５年間における県内の産業廃棄物の不法投棄等

の発見・解決件数は、表２−３−10のとおりです｡

廃棄物が長期にわたり放置されると生活環境に重大

な影響を及ぼすおそれがあることから、発見後速やか

に投棄実行者の調査を行い、廃棄物の撤去等を指導す

るなど早期解決に努めていますが、投棄実行者が不明

の場合や資力不足の場合には、事案が長期化し、早期

解決が困難となる傾向にあります。

不法投棄された産業廃棄物に家庭から排出されたと

思われるごみ袋や家電などの一般廃棄物が混在してい

る場合は、市町村と連携を図りながら、不法投棄者の

把握と廃棄物の撤去指導に努めています｡

表２−３−10 不法投棄等の発見・解決件数

※解決件数：発見件数のうち解決された件数
資料：県環境保全課、青森市廃棄物対策課、八戸市環境保全課

⑵ 不法投棄等防止対策

不法投棄の未然防止及びその速やかな解決のため、

各種対策を実施していますが、引き続き平成30年度に

おいても、次のような事業を実施します｡

また、本県における不法投棄等の新規発見事案の多

くが建設系廃棄物によるものであるという状況を踏ま

え、平成29年４月に創設した建設資材廃棄物の引渡完

了報告制度を運用するとともに、無人航空機、いわゆ

るドローンによる不法投棄等に対する監視体制の強化

を図るなど、建設廃棄物の不法投棄等の抑止に向けた

取組を重点的に展開しています。

ア 不法投棄未然防止対策

� 意識啓発広報活動

県の広報番組、野焼き・不法投棄防止チラシの

配布等を通じ、意識啓発を図ります｡

� 説明会の開催

排出事業者に対する説明会を県内６地区で実施

します｡

イ 不法投棄監視対策

� 地域県民局環境管理部による監視

各地域県民局環境管理部において、定期的に管

内の監視を行い、不法投棄の早期発見及び未然防

止を図ります。

なお、平成13年度から、警察官ＯＢ等を環境管

理専門員として配置し、そのノウハウを活用する

ことにより、体制を強化しています｡

また、平成19年度から不法投棄監視カメラの運

用を開始し、市町村と連携しながら効果的に活用
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協議の件数
事 前 協 議 576件

協議内容の変更協議 28件

県 外 産 業 廃 棄 物 の 量 373,868トン

協 定 の 件 数 576件

環 境 保 全 協 力 金 の 額 24,443,900円

H25 H26 H27 H28 H29

発見件数 143 131 93 104 84

解決件数 63 64 47 50 37

資料：県環境保全課



することにより、不法投棄の監視体制の強化に努

めています。

� 夜間・早朝、休日監視

悪質・巧妙化するケースに対処するため、チー

ムを組んで夜間・早朝、休日に監視を実施します。

� 廃棄物不法投棄監視員による監視

全市町村（青森市及び八戸市を除く。）に配置し

ている廃棄物不法投棄監視員（定員69名）が巡回

監視を行い、不法投棄の早期発見と未然防止に努

めています。

また、青森市では、環境事業推進員（定員28名）

を配置し、八戸市では不法投棄調査を外部委託し

て、それぞれ県と同様に巡回監視等を行っていま

す。

� 廃棄物積載車両点検

警察や国土交通省と連携して、廃棄物積載車両

の点検を行い、廃棄物処理業許可の有無、排出元・

搬入先、マニフェストの使用状況等をチェックし、

適正な取扱いを指導します。

� 上空監視

地上からは確認が困難な山間部・森林部の不法

投棄について、警察や海上保安庁と連携したヘリ

コプターによる上空からの監視を行います。な

お、平成14年度から北海道・東北６県及び新潟県

が連携し、合同で上空監視を実施しています。

⑶ 循環型社会推進事業

不法投棄問題については、これを全県的な問題とし

てとらえ、一人でも多くの県民が協働して、解決して

いこうとする環境づくりや機運づくりを行う必要があ

ります。

このため、積極的にその社会的責任を果たしていこ

うとする産業界や関係団体・市町村等とともに組織し

た�あおもり循環型社会推進協議会�が行う不法投棄

防止撤去推進キャンペーン実施事業に対して助成しま

す。

11 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物対策

ＰＣＢは､電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体など、

様々な用途で使用されてきましたが、昭和43年に発生し

た�カネミ油症事件�を契機に、その毒性がクローズアッ

プされ、昭和49年以降、製造や新たな使用が禁止されま

した。

その後、平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ特別措置法）

が制定され、ＰＣＢ廃棄物の処理が進められてきました

が、当初予定されていた平成28年３月までの処分完了が

困難な状況となったことなどを受け、処分期限の見直し

が行われるとともに、平成28年にＰＣＢ特別措置法が改

正されました。

このような状況を受け、県では、平成29年度から２か

年の事業として�ＰＣＢ期限内処理促進事業�を実施し

ており、各種広報活動をはじめ、ＰＣＢ専門員の配置や

関係団体等との連携の強化、個別相談会の開催など、高

濃度ＰＣＢ廃棄物の期限内処分の完了に向けた取組を進

めています。

なお、ＰＣＢ廃棄物等の処分期限は、表２−３−11の

とおりです。

表２−３−11 ＰＣＢ廃棄物等処分期限

資料：県環境保全課

12 県境不法投棄対策

⑴ 経 緯

田子町と岩手県二戸市との県境における不法投棄に

ついては、八戸市の産業廃棄物処理業者である法人が

埼玉県の産業廃棄物処理業者である法人と共謀し、事

業地内に不法投棄したことで、平成12年６月に両法人

及びその代表者が起訴されました｡

県では、同年６月から不法投棄の原因者に対して、

不法投棄された産業廃棄物の撤去及び周辺環境への汚

染拡散防止対策を講ずるよう措置命令を発していま

す｡

また、汚染の実態把握及び周辺環境への影響を検討

するため、平成12年度及び平成13年度に汚染実態調査

を、平成13年度からは周辺環境等モニタリング調査を

継続して実施し、平成14年度には遮水壁設置のための

地盤の透水性調査、水処理施設設置予定地の地盤調査

等を実施しました｡

これらの調査では、次のことが明らかになりました。

・廃棄物は、堆肥様物、焼却灰、汚泥及びＲＤＦ（ご

み固形化燃料）様物等が主体であること。

・本県側の廃棄物の推定量は、約67万１千㎥であるこ

と（平成25年３月に国の同意を得た変更実施計画で

約77万８千㎥に変更）。

・現場は広い範囲にわたって､ 揮発性有機化合物に
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ＰＣＢ廃棄物等の種類 処分期限

高濃度ＰＣＢ廃棄物
(使用中の製品含む。)

変 圧 器 ･
コンデンサー

平成34年(2022年)３月31日

安定器及び
汚染物等

平成35年(2023年)３月31日

低濃度ＰＣＢ廃棄物 平成39年(2027年)３月31日



よって汚染されていること。

・一部区域にダイオキシン類に汚染された廃棄物が投

棄されていること。

・現場内からの浸出水による周辺環境への影響が懸念

されるが、周辺環境の水質調査の結果は、環境基準

を概ね下回っていること。

・現場の地盤は、難透水性であり、周辺を遮水壁で囲

むことによって汚染拡散防止対策に利用可能である

こと。

一方、両法人は、廃棄物の撤去及び周辺環境への汚

染拡散防止の措置を講ずる見込がないことから、県が

代執行により原状回復措置を講ずることとし、その方

針については、岩手県と合同で学識経験者、地元住民

等を構成員とする合同検討委員会、更に委員会の下に

設置した技術部会において検討され、次の提言があり

ました。

・危険性の高い特別管理産業廃棄物相当の廃棄物は、

優先的に、かつ、早期に撤去すること。

・原状回復の目標としては、環境基準の達成とすべき

であること。

・周辺環境への汚染拡散防止に十分に配慮し、必要な

汚染拡散防止措置を講ずること。

県では、上記合同検討委員会の提言や住民の意見、

更には県議会の意見等を踏まえ、次の原状回復方針を

掲げた実施計画を平成16年１月に策定し、国からの財

政支援を受けて具体的な事業に着手しました。

（原状回復方針）

○本県の原状回復対策については、馬淵川水系の環境保

全を目的とし、汚染拡散の防止を最優先することを基

本方針とする。

○不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状

回復対策を早急に実施するため、廃棄物及び汚染土壌

は全量撤去を基本とする。

○なお、撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開

しながら、住民や学識経験者等で組織する�原状回復

対策推進協議会�などにおいて十分説明をし、その有

効な再利用の方途について検討していただき、住民の

方々のコンセンサスが得られる場合には、土壌環境基

準を満たす汚泥や堆肥様物など最終的に土壌に還元さ

れる性質のものについて、現地で有効活用することも

可能であると考えている。

⑵ 汚染拡散の防止と廃棄物の撤去

ア 汚染拡散の防止

不法投棄現場においては、汚染拡散防止に向けた

緊急対策として、仮設浄化プラントの設置や表面遮

水シートの敷設等を行い、これらの措置と併行して

長期的対策に着手し、平成17年５月に、不法投棄現

場において廃棄物と接触し汚染された浸出水を処理

するために浸出水処理施設及び関連施設である浸出

水貯留池等を、平成18年９月には、不法投棄現場か

ら浸出水が場外へ流出することを防ぐために鉛直遮

水壁を、更には、平成19年３月に、緊急時において

現場内に浸出水を一時貯留するために浸出水貯留槽

を完成させ、当初計画していた主な工事を終えたこ

とから、汚染拡散防止対策は万全なものとなってい

ます。

イ 廃棄物の撤去

廃棄物の撤去については、鉛直遮水壁等の長期的

対策が完成する平成18年度末までの期間を一次撤去

期間とし、地下水の汚染に影響のない遮水シート上

に仮置きされた廃棄物及び鉛直遮水壁工事の際に掘

削し仮置きしていた廃棄物を対象として実施しまし

た。

平成19年度からは、長期的対策が完成し、地中掘

削が可能となったことから、本格撤去に着手し、廃

棄物本格撤去計画書（マニュアル）により安全かつ

計画的に廃棄物等の撤去を進め平成25年12月に総量

約115万トンの撤去を完了しました。

⑶ 環境モニタリング

不法投棄された廃棄物及びそれらの撤去や遮水壁工

事等の汚染拡散防止対策事業が周辺の生活環境に与え

る影響を把握するため、環境モニタリング調査を実施

しています。

また、平成16年度から廃棄物等の撤去が完了した平

成25年度まで、生物を指標としたモニタリングを実施

するとともに、撤去された廃棄物の処理を委託してい

る処理施設について、排ガス等自主測定への立ち会い

や周辺環境等に関するモニタリング調査を実施しまし

た｡

なお、平成30年度の環境モニタリング計画は次のと

おりとなっています。

○ 水質･･･遮水壁内43地点（地下水43地点）

現場周辺14地点（地下水６地点、表流水８地点）

⑷ 排出事業者等の責任追及

法の安定的な施行を確保し、不法投棄の未然防止を

図るため、排出事業者等で廃棄物処理法に違反した者

に対して、厳しく責任を追及することとしています。

これまでに12,003社の排出事業者に対し、廃棄物処

理法に基づき報告を求め、無許可の収集運搬業者への

委託など、法違反の有無について審査してきました。
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そして、審査の過程で法違反が疑われた場合、立入検

査・聴聞などを経て、違法性が確認された排出事業者

等に対しては、青森・岩手の両県知事の連名で廃棄物

の撤去を命ずる措置命令を行ってきました。平成15年

度は６社、平成16年度は11社、平成17年度は１社に対

して措置命令を発出し、すべて履行されています。

平成17年６月以降は、平成16年度の代執行により実

施した不法投棄産業廃棄物の撤去に要した費用が確定

したことから、措置命令から代執行費用を徴収する納

付命令に移行しています。平成17年度は４社、平成18

年度は１社に対して納付命令を発出し、すべて履行さ

れています。

このほか、平成17年度から平成29年度までの間に24

社から自主撤去（撤去に代えて費用の拠出）の申出が

あり、これを認め、拠出を受けています。

今後とも、両県が国と連携し、関係自治体の協力を

得ながら、取り組んでいくこととしています｡

⑸ 環境再生計画の推進

平成22年３月に策定した環境再生計画に基づく環境

再生の取り組みは、不法投棄現場を負（マイナス）の

状態から元（ゼロ）の状態へ復旧するための原状回復

事業等で培われてきたこれらの経験等を埋没させるこ

となく、貴重な財産として次に続く世代に引き継ぎ、

また国内外で活用すること（プラスの創出）を基本的

な考え方とします。

そして、そのための施策を３つの方向性（①自然再

生、②地域の振興、③情報発信）から展開し、本事案

のような不幸な出来事を二度と起こさせてはならない

というメッセージへとつなげていきます。

ア 自然再生

�森林整備計画�に基づく現場跡地の植樹が平成

27年度に完了しました。植樹に当たっては、住民等

の植樹ボランティアのほか、青森銀行、みちのく銀

行及び環境再生の森づくり実行委員会（原状回復事

業に携わった24社で構成）及びＤＣＭホーマック

(株)の協力をいただきました。

平成28年度からは、下草刈り等による植栽地の管

理を行っています。

イ 地域の振興

現場内地下水の浄化終了後における跡地の利活用

に当たり、岩手県側跡地との一体的な利活用につい

て、それが可能である場合には両県で共同検討して

いくこと、不可能である場合は本県側跡地利活用に

向け、民間企業・団体等への情報提供、事業化の働

きかけを行うこと、また利活用可能な土地の情報に

ついては、ウェブアーカイブで発信し、随時問い合

わせ等に対応していきます。

ウ 情報発信

浸出水処理施設における資料展示の継続、原状回

復事業の記録等であるウェブアーカイブを公開して

いるほか、田子町立図書館での資料展示も行ってい

ます。
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13 環境犯罪の取締り状況

⑴ 環境犯罪の検挙状況の推移

過去５年間の環境犯罪の検挙状況の推移は、表２−

３−12のとおりです｡平成29年中は、44件52人を検挙

しています。

⑵ 環境犯罪の取締り

環境犯罪は、後の世代に引き継ぐべき生活環境を破

壊する悪質な行為であることから、警察では廃棄物事

犯等の早期発見、早期検挙に努めています。

次の事犯等については、県民生活を脅かす悪質なも

のとして取締りを強化しています。

○県民の安全・安心を著しく脅かす事犯

○暴力団が関与する事犯

○行政指導等を無視して行われる事犯

○大規模な事犯
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２−３−12 環境犯罪の検挙状況の推移

年別

区分

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

廃棄物処理法 109 137 60 69 67 75 55 63 44 52

産業廃棄物 18 28 16 20 8 9 10 11 7 12

一般廃棄物 91 109 44 49 59 66 45 52 37 40

資料：県警察本部保安課
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